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当社連結子会社における均等化の有効時期に関するお知らせ 

   
 
当社が 2020年２月 10日に開示した 2020年３月期第３四半期決算短信において、追加情報：【当社

連結子会社における NRA均等化の有効時期に関する意見取得に向けた手続着手について】として開示
いたしました件につきまして、今般 FELは年金スキームにおける 65歳での均等化が 1990年３月１日
より有効に行われていることについて、英国裁判所へ確認判決を求める申し立てを行わない旨を決定
いたしました。 

 
 

１.経緯 
FELにおける年金スキームは、NRAを管理するトラスティーより 65歳での均等化が有効となった時

期について現行の運用と異なっている可能性に関する意見を述べられておりました。 
これに対して FEL及びトラスティーは、英国法手続きに従い、NRAについて 65歳での均等化が 1990

年 3月 1日より有効に行われている旨の主張を行うために、法廷での弁論／証拠調べ等の職務を独占
する法廷弁護士に意見を求める手続きを進めておりました。 
今般法廷弁護士より、上記主張が英国裁判において認められる可能性が極めて低い旨の意見が提出

されました。これを受けて FEL取締役会は、英国裁判所へ当社主張の確認判決を申し立てる手続きを
行わない旨決定いたしました。 
なお FEL は、NRA 均等化についてアドバイスを受けてきた現地弁護士等に対して現在損害賠償を求

める手続きを進めております。 
 
 

２.業績に与える影響について 
連結決算に与える影響については現在精査中です。 
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